
「 ナチ ズムの過去」 を め く、 る 「記憶」 の現状- ノ イ エ ンガメ Kz 記念遺跡の新造営構想を中心に一 
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は じ めに

1989 / 90年の 「ベルリ ンの壁」 崩壊から東西統一への大転換は、 ドイ ツ社会に 「戦

後は終 った」 と い う 感覚 を ひろげた。 1945年以降、 ドイ ツの戦後史はつねに 「 ナチズ

ムの過去 (die nationalsozialistische ed. NS-Vergangenheit)」 の影につき ま と われてき

た。 いまやそれにかわ って、 旧束 ドイ ツの独裁時代がよ り 切実な 「過去」 と し て前面

に押 し だ さ れる。 ナチ時代は もはや公共社会の現実的 テ ーマ にはな り え な い、 と 少 な

か らぬ ドイ ツ人が考 え たので あ る。 だがそれは一 種の集合心理的 な錯覚だ っ たのか。 

皮肉に も再統一後の90年代、 「Ns 過去」 をめぐ る論争がく り返 し おこ り、 稀にみる

激し い論戦が公共社会をゆさぶり、 「DDR の過去」 は相対的に影の薄い問題と な った。 

「 シ ン ド ラ ーのリ ス ト」 の上映 (92年 ) やヴイ ク ト ル ・ ク レ ムペ ラ ーの日記公刊 (95 

年) の反響、 「国防軍の犯罪」 の巡回展示 (95年) と ダニエル ・ ゴル ドハーゲ ン著書

(96年) への賛否両論 ・ ・ ・ と マスコ ミ も巻き こ んだ論争がつづき、 最後にヴァルザー= 

ブー ビス論争 (98年) がく る。 こ う し た論議の沸騰ぶり は、 わが国で もすでに詳 し く

紹介 さ れ、 事実関係の分析にも と づ く 精緻な考察 もあるので、 個別の論争にはた ちい

ら な い。

こ れ ら の論議 には明 らかな共通点がみ ら れ る。 ウ' ァルザー = ビー ブ ス論争 は別 と し

て、 いず れ も ナチ犯罪 に当時の ド イ ツ人 な ら だれ も が加担 し たか も し れな い、 と い う

蓋然性の問題が焦点にな っていた。 たと えば 「国防軍の犯罪」 展は、 軍部の高級将校

や組織的な軍機構の共犯関係はと もかく 、 一般兵士の犯行 じ たいにふれる内容が強烈

な反発をまねく 主要な理由であ った。 70歳代半ば以上の年齢層はナチ時代をいわば自

分史の一部と する。 彼 らの世代そのものが、 犯行者か、 同調者か、 傍観者か、 抵抗者

か、 犠牲者な どと し て、 みずか らのナチ大量犯罪への 「当事者関係」 を問いただ さ れ

た こ と にな る。 戦後こ れま で ナチ犯行者は ド イ ツ人 に と って、 どこ ま で も 「他者」 で

あ った。 どの家庭で も 「お じ い さ んはナチではなか った ( 0pa war kein Nazi)」 と い
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われ、 ナチ犯罪はあ って も、 その実行犯は個人的 にはだれ も知 ら な い。 少 な く と も

「 ア ウ シ ュ ヴ イ ツツ後 の第一世代」 が話せ る 「記憶」 と は、 そ う い う も ので あ る(')。 

最晩年に さ し かか ったいま、 その 「記憶」 が疑われ、 乱 さ れる事態 を前に し て、 高齢

者のおお く が苛立 ち を みせたのは理解で き る。 ヴ アイ ツゼ カ 一元大統領な ど著名人士

も冷静ではい ら れなか った。 ウ' ァルザー も おな じ不安にか ら れて、 ナチ犯罪の 「記憶」

を公共 の場に も ちだす こ と に断然反対 し たので あ る(2)。

こ の世紀の転換期には、 ナチ体制 を実体験と し て語れる同時代人がま さ にいな く な

る、 時期が近づいて いる。 「 アウ シュ ヴイ ツツ後の第一世代」 と その第二、 第三世代

と の間ではなんと か取 り かわせた 「対話 を介 し た記憶 (kommunikatives Gedachtnis) 」

の可能性が消えよ う と し ている。 戦争世代の會孫にあたる第四世代からは、 ナチ時代

は も はや体験が語 ら れ る こ と のな い 「歴史」 と な る(3)。 それだけに 「対話 を介 し た記

憶」 の欠落部分にふれる言説や解釈は、 「記憶」 の将来について戦争世代の懸念 をい

た く 刺激 し た。 ウ' ァルザー を酷評 し た ビー ブスの場合 も、 ナチ被害者の 「集合的記憶」

の行方 を案 じ たすえ の行動 で あ っ た ろ う 。 いずれに し ろ、 やがて迎 え る事態 を想定 し

て、 「Ns 過去」 の 「記憶」 は現在のよ う な不定形で、 多元的 ・ 競合的な状況を脱し、

お のずか ら あ る種の調整 と 収斂の過程にはい ら ざ る を え な い。 「記憶」 の継承 を原則

と す るかぎ り、 それは避け ら れな い し、 そのための公共的 な施設 ・ シ ンボル ・ 式典行

事等が必要 と さ れよ う。 ア レイ ダ ・ ア スマ ンは、 その行 き つ く 先 に 「文化的 な記憶

(kulture11es Gedachtnis)」 をみて いる(4)。

本 稿 は、 そ う し た メ デ ィ ア の一 例 と し て 、 元 ナ チ 強 制 収 容 所 記 念 遺 跡

(Konzentrationslagers-Gedenkstatte、 KZ 記念遺跡) の役割に注日 し、 その記憶活動の

一端を紹介する ものである。 2000年以降、 ドイ ツ連邦政府は州 と の折半のも と に国内

7 つの主要 Kz 記念遺跡への財政的助成を開始 し た。 あたかも90年代以来、 Kz 記念

遺跡は統一後の新情勢に も対応すべ く 、 それぞれの理念 と 活動の改革に と り く み、

「記憶」 の継承のあ り 方 を模索 し て い る さ なかにあ っ た。 こ こ ではハ ン ブルク 市近郊

に所在するノ イ エ ンガメ Kz 記念遺跡 を と り あげ、 その90年代 を通 じての新造営構想

の議論と実施経過をた どり ながら、 ナチ犠牲者の 「記憶」 に向き あ う、 その基本姿勢

を明確にする。 なおハ ンブルク市= 州政府は1990年、 ノ イ エ ンガメ Kz 跡地に建設 さ

れた フ イー アラ ンデ刑務所の移転 と、 その敷地の Kz 記念遺跡側への委譲を決定 し た

が、 その完全実施は2003年以降にま でずれこ む(5)。 

1 . 1991 / 92年の新造営構想の議論

ノ イ エ ンガメ Kz 記念遺跡の活動に関わるよ う にな って以来、 現所長のデー ト レ フ ・ 
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カ ーべは、 「犠牲者側にたつ党派性をつ らぬ く 覚悟」 を く リ 返 し強調 し て いる。 彼の

い う 党派性 と は、 「 ナチ犠牲者への追悼 と 記憶」 を ま も る こ と にほかな ら ない(6)。 1991 
年 9 月に始ま るノ イ エ ンガメ 記念遺跡の新造営構想の作業に、 カーべも専門委員のひ

と り と し て参画するが、 こ の 「犠牲者への追悼と記憶」 を どう 扱 う かは、 記念遺跡の

今後のあり方に も響 く 、 最要の検討課題であ ったと いえ る。 そのため新造営構想案の

作成は、 当初よ り元抑留者団体の協力のも と に進められる。 ノ イ エ ンガメ 国際交友会

(Amicale Internationale do Neuengamme、 AIN) を代表 し て、 ジ ヤン ・ ル ・ プ リ ( フ

ラ ンス交友会会長) と フ リ ツ ・ ブリ ンク マ ン (交友会事務局長) が専門委員のメ ンバー

と な る。 ノ イ エ ンガメ 強制収容所の数少ない生存者である彼 らには、 こ の公式の場に

加わるこ と は、 元抑留者と し ての体験の記憶 と 「死者への追悼」 の思い を記念遺跡の

将来の姿に し っかり と刻みつけ る、 最後のチ ャ ンス と考え られて いたに違いない。

91年11月の全体審議会で、 ル ・ プリ は AIN の立場を明確にし た。 「元抑留者にと っ

てノ イ エ ンガメ におけ る苦難 と聞いと死の場所は ｫ聖なる地 (heilige Erde)ｻ であり

つづける 一 こ の土地のどこ にで も (抑留者の) 血が沁みこ んでいる。 ・ ・ ・ 将来の

記念遺跡のための試案では考慮 さ れなければな ら ないが、 ノ イ エ ンガメ は追悼 と 瞑想

の場 (c rt des Gedenkens und der Meditation) と し て造 られるだけでな く 、 こ こ はま

た、 ヨ ーロ ッパの若者が集ま り、 人種差別や敵対関係のない平和 と自由の未来にむか

う 希望 の芽 を育 て る、 場所 で も なけ れば な ら な い」 と (7)。 記念遺跡の霊園的性格を守

るのは AIN の 「集合的追悼」 原則であ った。 同時に Kz 体験の記憶 を後継世代につ

たえ る課題 も、 元抑留者の遺志 と し て ひき継がれ、 そのためにた と えば、 Kz 記念遺

跡内の国際的な青少年セ ンタ ー (出会いの場) の設置が目標に掲げ られて いる。 ル ・ 

プ リ の発言は AIN のこ う し た基本的立場 を確認 し た もので あ る。 その点 に関す るか

ぎ り 専門委員の間では、 ほ と ん ど異論はなか っ た と みて よ い。

早 く から委員会は 「追悼空間 (Gedenkraum)」 の整備を急 ぐこ と に合意していた。 

その場所 を どこ にするかで、 多少の議論はあ ったが、 け っき よ く 現在の記録資料館を

改造 し、 「追悼の館 (Haus des Gedenkens) 」 と する こ と が決定 さ れた(8)。 こ れはノ イ

エ ンガメ 解放50周年をむかえる1995年春に実現さ れ、 資料館の中央展示は元ヴァルタ 一 

軍需工場 (Kz 付置) の南翼棟に移 っている。 記念遺跡の新造営構想の骨子が決定 さ

れた92年夏の段階では、 刑務所移転計画はいま だ実施のめどが立 つていない。 専門委

員会は元抑留者側の要請を優先させて、 刑務所移転までの暫定措置と して 「追悼の館」

の開設 を新構想の勧告に も り こ み、 それが先行実施 さ れたのであ る。 ただ し 「追悼の

館」 か らはい っ さ いの宗教的、 宗派的な要素は除かれ、 純世俗的 な霊廟 と し て改装 さ

れて い る (9)。 「追悼 と 瞑想の場」 の確保 と平行 し て、 ノ イ エ ンガメ 記念遺跡の敷地 を
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「記録保存区域 (Dokumentationsbereich) と追悼区域 (Gedenkbereich) と に分離する」

構想基準が定め られる。 それによ れば、 「追悼の館」 と 1965年設置の国際的な記念施

設群が占める、 Kz 跡地の北エ リ ア一帯が 「追悼区域」 と い う こ と にな る。 こ の構想

基準 をめぐ って専門委員会の議論が紛糾 し た と い う形跡はないa°)。 しかし実際には、

こ のよ う な区分は具体的 な案作成の過程にはいる と、 それほど容易 ではないこ と が判

明する。 「記録保存」 と 「集合的追悼」 とはかな らず し も矛盾な く 共存する と はかぎ

らない。 そのこ と は刑務所施設の撤去に関する委員会の紛議がよ く 示 し ている。

問題は刑務所の建造物 も 「記録保存」 の対象にな るのか否かであ った。 1950年に運

用 がは じ ま る 第12刑務所 の監 房廊 (Ze11entrakt) は、 かつ て の保護 拘禁 収容所

(Schutzhaftlager) の場所 に建 て ら れて いた。 そこ にはかつ て 9 棟 の抑留者バ ラ ッ ク

( ブロ ック 5 ~ 20) が東西にな らび、 その南側に点呼広場 (der Appe11platz) が存在し

たはずで ある。 刑務所の監房廊と運動場の設置によ って、 木造バラ ック も点呼広場 も

地表から完全に消えた。 ま と め役のエーベルハル ト ・ コルプ教授が第 3 回専門委員作

業会議 (92年 1 月31日~ 2 月 1 日) に示し た腹案は、 監房廊を撤去し、 運動場を整地

し て、 その跡にバ ラ ッ ク棟 と 点呼広場の平面配置 を明示す る と い う 内容で あ った。 

Kz 跡地の戦後史の 「記録保存」 が明 らかでない、 と する学術専門委員デー ト レ フ ・ 

ホ ブマ ンと ザ ビーネ ・ オ フ ェは、 元 Kz 敷地の戦後の扱い (刑務所への転用) を視覚

的に表示する証拠 と し て、 監房廊の一部 をのこ すべき だ と 提案 し たan。 3 月初頭の第

4 回作業会議は、 こ の問題をめぐ って激論をかわすこ と にな る。

その席上、 学術専門委員のミ ヒ ァェ ル ・ ツ イマーマ ンから、 監房廊の北西隅の一角

を保存する と いう 案が提出 さ れた。 戦後、 よ り にもよ って保護拘禁収容所跡のう えに

刑務所 が設営 さ れた事実 を可 視化 し よ う と す る ' 。 ホ ブ マ ンが こ れに同 調 し た が、

AIN の委員は肯 じ なかった。 元抑留者の日には刑務所施設は、 Kz 犠牲者の 「かけ替

え の な い 墓 地 (ein einziger Friedhof) 」 に 居 す わ る 、 あ ま り に 「 異質 な 要素

(Fremdelemente)」 と う つ るa3)。 さ らに 「虐待 と殺害がおこ なわれた保護拘禁収容所の

重大な意味」 が留意さ れる必要がある。 監房廊の残骸は 「その保護拘禁収容所の全体

の印象 を損な いかねな い」。 監房廊の撤去は中途半端で あ っ てはな ら な い と い う のが

彼 ら の見解 で あ っ たa。 学術専門委員 で は ヴ オル フ ガ ング ・ ベ ンツ と コ ル プがお な じ

立場をと った。 作業会議に先だつ公開ヒヤリ ング ( 1 月30日~ 31 日) には元抑留者や

ナチ被害者の団体代表が出席 し たが、 た と えば連邦共和国 ノ イ エ ンガメ 活動協会

(Arbietsgemeinschaft Neuengamme fiir die Bundesrepublik、 AGN) のへルバー ト ・ シェ

メ ルはやはり監房廊の全面的な撤去を要望 している。 元抑留者側の発想と して、 監房

廊の部分的な 「記録保存」 な ど考えに く か ったであろ う ' 。 
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こ れに対 し て、 ツ イ マー マ ン案 を支持する多数意見には、 元強制収容所が戦後どの

よ う な運命 を た ど っ たか と い う 問題、 いいかえ れば 「第二 の罪」 の問題へのこ だわり

があ る。 「戦後期におけ る Kz 敷地の扱 いかたの痕跡 を あたか も ｫ あ ら い流 し てｻ 、

元保護拘禁収容所 を表示するこ と は意味がない」 と考え る。 抑留者バラ ッ ク の平面配

置上に監房廊の一部 をのこ す措置は、 「全体の印象 を損な う」 どこ ろか、 むし ろ見学

者 に 「歴史 の矛盾性」 を実感 さ せ る こ と に な ろ うa6)。 こ う し た意見には、 Kz 記念遺

跡が歩ま ざ る を え なか っ た茨 の道へのつ よ い思 い入 れがあ る。 ノ イ エ ンガメ Kz の戦

後史は、 Kz 記念遺跡の苦闘の歴史そのものである。 刑務所の痕跡の一掃は記念遺跡

の成 り た ちへの理解 をかえ って誤 らせや し な いかan。 多 く の専門委員が躊路 し て いた

こ とは疑いない。 ノ イ エ ンガメ 記念遺跡運動の中核をにな う ノ イ エ ンガメ 記録保存所

市民発議 (Initiative Dokumentationsstatte Neuengamme、 IDN) は、 すでに公開 ヒ ヤリ

ングの場で監房廊の全面撤去に反対 し、 その一部を 「象徴的に記録保存する」 よ う要

望 し て いたaa。 カ ーべ も こ の件では初めか ら AIN 側には組みし なか った。

第 4 回作業会議は独房舎の扱いについて も意見がわれた。 こ の独房舎は1983年に建

て られた最新の刑務所施設である。 委員会では当座の措置と して、 こ こ を記念遺跡の

夏季合宿な どに参加する青少年の宿泊に活用でき ないか、 その可能性が検討 さ れた。 

独房舍の數地は、 かつての点呼広場の西端およ び第 4 病舎 (人体実験の現場) の跡地

と 重な る。 ル ・ プ リ にいわせれば、 そこ はま さ に 「元 Kz の心臓部」 にあた る。 そ う

し た 「 き わめて デ リ ケ ー ト な敷地 (das hochsensible Terrain)」 の性格か ら し て、 「 ノ

イ エ ンガメ Kz の多数の元抑留者の一致し た意見」 と し て、 独房舎に青少年が宿泊す

るこ と は許容でき ない、 と彼は明言 し た。 委員会の大勢は、 宿泊施設の確保に難渋 し

てい る現状 をすこ し で も改善するため、 その暫定利用の容認に傾いていた。 作業会議

では意見の対立はと けず、 議論は膠着状態にお ちい る'9)。
8 月21 日の勧告文の決定に際し て、 以上の紛議をふり 返り ながらホ ブマ ンはつ ぎの

よ う に述べた。 「 こ こ ではま た経験の違いが問題 なのだ。 生 き のこ っ た人 びと に と っ

ては、 点呼広場は元 Kz の中心であり、 心情的な関心の核であり、 し たがって静寂 を

保つ場所で あ る。 後に生ま れた ものな ら、 む し ろ異な る利用の し かた を思いつ く か も

し れない」 とeo。 元 Kz の敷地にのぞんで、 元抑留者 と の間に生ずる、 避けがたい感

性的なずれを、 ホ ブマ ンは後の世代のひと り と し て素直 にみと める。 それは 「追悼」

と 「記録保存」 と を区別 し て、 その両立をはかる難 し さ を暗示する もので もある。 学

術専門委員のウルリ ヒ ・ へルバー ト の表現を借り れば、 「墓地 と し ての記念遺跡 と学

習の場 と し て の記念遺跡 と の間の緊張関係」o と い う こ と にな ろ う。 も と よ り 専門委

員会 も、 全体審議会 も AIN 側の 「追悼」 の精神を最大限に尊重 し、 それを新構想に
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反映 さ せるよ う 努めた。 その う え で 「記録保存」 と のバ ラ ンス を ど う と るかで苦慮 し

たのだが、 さ すがに 「手詰ま り 状態」 を多数で決す る よ う な愚はおか さ なか っ た。 新

構想の勧告では、 監房廊の一部保存の問題は先送り し、 独房舎の利用にはふれず、

「国際的な出会いの場の設置」 だけが補足提案に盛 られたe。

専門委員グループの勧告はその冒頭で、 将来のノ イ エ ンガメ Kz 記念遣跡が地域を

こ え た特別な意味 を もつ記念遺跡にす る、 と い う 野心的な構想 を う ちだす。 「 ナチ ・ 

ドイ ツの犯罪に向き あい、 そし てナチ体制の無数の犠牲者を国際的に追悼する、 ヨ ー

ロ ッパの中心的 な場所」 と な るで あ ろ う とe3。 ノ イ エ ンガメ Kz およ びその傘下 の外

部収容所で抑留生活を経験し た10万400名の人た ちの90% は、 ヨーロ ッパの諸外国の

出身者からなる。 しかも そのう ち1945年 5 月の解放 を生きて迎え られた抑留者は半数

に も満たな い。 AIN はこ う し た過酷な運命 を生 き ぬい た、 ヨーロ ッパ各国の抑留生

存者の集ま り である。 その構成員の大半はすでにこ の当時、 70歳以上の高齢に達 し て

いた。 「Kz 犠牲者への追悼 と記憶」 がノ イ エ ンガメ 記念遺跡の新造営に どのよ う に

刻 みこ ま れ る のか、 彼 ら が そ れに無関心 で い ら れ るはず がなか っ た。 彼 ら は元 Kz の

敷地 を 「巨大な墓場」 と い う 感覚で と らえ る。 「集合的追悼」 が先にた ち、 なによ り

も 「死者の尊厳」 にふさわしい記念遺跡の造営が求められる。 そう した純粋な 「追悼」

の追求は、 と き には Kz 記念遺跡運動の実践的な目的や方策と齟齬をき たすこ と を、

ノ イ エ ンガメ の新造営構想にと り く んだ専門委員会の議論が、 はし な く も開示 し てみ

せたので あ る。 ホ ブマ ンが述べ る よ う に、 「 こ の難 し い討議の過程にお いて、 既存の

記念遺跡がいま だ投げかけ られない、 多 く の間題が 1945年以後の跡地の扱いかた

の問題 も 明 らかに さ れた」。 公共社会に対 し て未解決の諸問題 を隠 し てはな らな

い、 と も彼は念 をおす(20。 し か し ル ・ プ リ は作業会議 の経過 に満足 し て い た。 「AIN 

の代表者はつねに十分な有資格者 と し て (vo11wertig) 遇 さ れ、 その主張に注意ぶか

く 耳 を傾けて も ら った」 こ と に謝辞 を呈 し、 「礼儀をわき ま え、 なおかつ率直な」 会

議の雰囲気こ そが、 「忌憚のない意見の交換」 を可能に し た と 評価 し たe。 ル ・ プ リ

の言葉から推して、 勧告の冒頭部分は AIN 側が違和感な く う け容れられる文章にな っ

てい た と いえ よ う。

学術専門委員のなかで も ミ カ ・ ブルムリ ク の立場が、 純粋な 「追悼」 に も っ と も近

い。 彼に と って勧告の根本精神は 「死者への敬意」 し かあ り え な い。 「Kz 抑留者の

運命を政治的、 教育的あるいはその他の活動のための素材と するこ と は、 ・ ・ ・ 死者

を もてあそぶ (iiber Toten verfiigen)」 にひと し い。 「 ただ犠牲者のためだけに記憶す

る こ と」 を彼は要求 し、 「追悼の道理 と 目的」 にかな う 「記憶」 と はそれし かみと め

なか っ たeo。 し か し こ の ブル ム リ ク の論法 を厳格に適用すれば、 ナチ犠牲者の遺志 と

-30- 



さ れる Kz 体験の記憶の次世代への伝達そのものが現実的には怪 し く な る。 「学習の

場」 と し ての記念遺跡の教育活動は、 し だいに多方面にひろがる兆候をみせていたが、

それも 「死者の手段的な活用 (Instrumentalisierung der Toten)」 と い う 禁忌にふれる

恐れがな く はない。 ま さ に Kz 記念遺跡が 「追 l卓の場」 から 「学習の場」 へと、 その

機能 を拡大 さ せて い った と き に、 抱 え こ ま ざ る を え な いアポ リ アで あ った。 じつは専

門委員の第 2 回作業会議に提示さ れた勧告草案 も、 記念遺跡がはたすべき役割と して

「現代史博物館」、 「歴史 ・ 政治的学習の場」、 「日冥想 ・ 追悼の場」、 「研究と記憶の場」

の 4 点 を検討項目 にあげて いた 。 それ ら の諸機能 を相互 に どのよ う に調整 し た ら、

記念遺跡が主体的 に活動 し て いけ る のか、 簡単 に答 えがだせ る問題ではなか ろ う 。 

「死者の尊厳」 を と り も ど し、 それを侵 さ ないと い う一線 を、 ガーベ所長は Kz 記念

遺跡の 「党派性」 と 表現す る。 と も あれその活動がつねに危 う い綱渡 り を強い られる

現実は、 元抑留者や遺族の代表者と同席し て、 親し く 議論をかわし た学術専門委員の

多 く が痛感し たこ と であろ う。 

2 . 元 KZ 抑留者の 「記憶」 の競合状況

ノ イ エ ンガメ Kz 記念遺跡の新造営に関する勧告は、 1993年 5 月ハ ンブルク市= 州

議会の承認を う けた。 第12刑務所の移転をみこ んで、 あく まで も元 Kz の數地の造成

と建物の利用について勧告 し た もので、 いわば将来の記念遺跡の結構を し めし たにす

ぎず、 記念遺跡の新たな展示や活動の内容には、 ま った く 踏みこ んではいない。 勧告

が具体化 さ れ、 実行にいたるまでの経過はこ こ ではすべてはぶ く 。 しか し当面の記念

遺跡の活動と充実 を保障するための、 い く つかの暫定措置については必要に応 じ て言

及する こ と にす る。 以下 では も っぱ ら、 新たな展示の内容にむけ た、 記念遺跡側の さ

ま ざま な模索 につ いて述べ る に と どめ る。 記念遺跡 の ス タ ッ フ た ちは、 元抑留者 の

Kz 体験の記憶 を どのよ う に う け と め、 つ たえ よ う と す るのか。 「生 き 証人 な き後 の

証人 (die Zeugen nach den Zeugen)」 たろ う と する記念遺跡の役割的を考え る手がか

り と し たい。

1981年発足の記録資料館には、 ノ イ エ ンガメ 記念遺跡の最初の常設展示 「労働と絶

減」 が開設 さ れた。 すでに別稿eで検討 し たよ う に、 展示の全体的な基調 を形づ く る

のは AIN に結集 し た元抑留者の 「集合的記憶」 であ った。 国際記念碑 (65年除幕) 

に刻まれた銘文の 「苦難、 闘い、 死」 は、 元政治囚やその僚友 (Kameraden) を中心

と する生存者が Kz 体験を解読する コー ドである。 第 1 テーマ 「生 と死」 が質量と も

に展示の主要部分を構成し、 生存の可能性を容赦な く う ばう、 ノ イ エ ンガメ 抑留者の

過酷な日常 を描いて みせる。 Kz テロ ル下のこ の絶望状態にたえ て、 生 き のび られる
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条件があ った と すれば、 それは政治囚主導によ る Kz 内の 「連帯 と抵抗」 の輪を措い

てはほかにない。 展示解説書 (86年発刊) の序文は書いている。 「批判的にみて、 強

制収容所の現実 を再現で き る ものはなに も ない。 その可能性が も っ と も あ る唯一の史

料は元抑留者たちの報告である。 その報告は強制収容所における出来事、 状態、 連帯、

抵抗 を再現 し て く れる。 それ らは し ば し ば記憶のなかにのみ保存 さ れて い るのだ」

とeo。 展示 さ れた抑留者報告の大半は、 ハ ンス ・ シュ ヴ アルツ (AIN 事務局長) が長

年かけて収集 し た ものであ り、 元政治囚の手にな る体験報告が圧倒的におおい。 彼 ら

の証言と記憶をとお し てノ イ エ ンガメ 抑留者の 「苦難、 闘い、 死」 が再構成され、 Kz 

世界のイ メ ージがつ く られる。 抑留者と Kz 親衛隊 (ss) の関係は善悪二色の構図に

単純化 さ れ、 そのぶん政治囚 と その僚友をのぞけば、 圧倒的多数の抑留者た ちの素顔

がみえ な く な る。 む し ろ彼 ら のなかの特定の グルー プはは じ めか ら、 「追悼 と 記憶」

の埒外におかれた。 た と えば刑事囚 グループは、 凶暴な 「緑のカ ポ (griine Kapos)」

を連想 さ せる悪の集団 と し て記憶 さ れ、 彼 ら をふ く め、 「反社会的 (Asoziale)」 と烙

印をお さ れた抑留者た ち 一 乞食、 無宿舎、 売春婦、 労働忌避者な ど 一 は、 ss の

手先 を務め る いかがわ し い徒輩 と し て語 ら れるか、 黙殺 さ れたon。 AIN に凝集 さ れた

「集合的記憶」 に頼 るかぎ り、 ノ イ エ ンガメ Kz の歴史展示はある種の偏 り をまぬか

れなかった。 80年代を通 じて、 記念遺跡に集ま る若い共同研究員や学生は、 し だいに

その限界に気づいて い く 。

同性愛者諸団体が声をあげはじ め、 いわゆる 「忘れられた犠牲者」 の問題が提起さ

れる。 「ハ ン ブル ク の ナチ体制下 の忘 れ ら れた犠牲者 のための プロ ジ ェ ク ト ・ チ ー ム」

(83年10月結成) はその問題にと り く む先導役と な り、 所長就任前のカーべが代表幹

事 に名 を連ねて いた こ と は注日 し て よ い。 こ う し た機運 にお さ れなが ら、 「忘 れ ら れ

た犠牲者」 の運命をノ イ エ ンガメ 記念遺跡の 「追悼と記憶」 にと り こ む作業がやっ と

はじま る。 記念遺跡が87年に編集 し、 学校に配布し た見学用授業教本は、 「 ナチ強制

収容所の政治的機能」 をよ り正確に理解するための基礎的素材と して、 「社会的な被

差別者」 (障害者、 シンテ イ ・ ロ マ、 同性愛者、 エ ホヴアの証人な ど) の拘禁 ・ 抑留

に と く に ふ れて い るe2'。 ま た90年初夏の記念遺跡施設内で催さ れた特別展示 「収容所

世界」 には、 プロ ジ ェ ク ト ・ チーム作成の展示 コ ーナーが設け られ、 さ らに 「 ノ イ エ

ンガ メ のロ マ と シ ンテ イ」 も特設 コ ーナーのひ と つ を占 め た的。 「連帯 と抵抗」 の輪

に収斂する記憶イ メ ージか ら、 記念遺跡は少 しずつ脱却 をはかる。 95年暫定措置の一 

環と して、 元ウ' ァルタ ー工場の南棟に常設展示場が移転し た。 展示内容も一新さ れ、

「生き のこ り の聞い (iiber lebens kampfe)、 SS 支配下の抑留者た ち、 ハ ンブルク ー ノ

イ エ ンガメ Kz 1938~ 1945年」 が表題と な る。 従来あ った 「国際的連帯 と抵抗」 の
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コ ーナーが消え、 その情報は 「持ち こ たえ (Selbstbehauptung) 」 のコ ーナーに吸収 さ

れた。 その趣旨は 「ss が明言 し た絶減意志に対 し て抑留者た ちは生き ぬく 意志で対

抗し た」 と要約さ れる。 政治囚を主人公とする 「集合的記憶」 の色合いはたしかに薄

ま る。 抑留者の各グループについて も、 刑事囚、 「反社会的分子」、 エホウ' ァの証人、

同性愛者、 ユダヤ人、 シンテ イ ・ ロ マ らが政治囚と同列に表示 さ れたのである。 97年

5 月の解放記念= 追悼式典で AIN 事務局長 ブリ ンク マ ンは何度か式辞を述べている

が、 それ ら をよ む と、 そのつ ど彼が政治囚以外の多様な犠牲者への言及 を怠 って いな

か っ た こ と がわか る 。

ノ イ エ ンガメ 抑留者の過半数をだ し た束欧諸国在住の生存者と の自由な連絡や接触

は、 89年以前は事実上不可能であ った。 その大半は安否 もつかめず、 記念遺跡側にと っ

ては 「忘れられた犠牲者」 の範疇にはいる人びと と変わり ない。 しかし89年春のポー

ラ ン ドの元女性抑留者 と の交流が先がけ と な って、 90年代にはいる と、 東欧諸国から

ノ イ エ ンガメ 関係の元抑留者 をま ねく 活動は恒常化する。 その際つねに、 「 ノ イ エ ン

ガメ KZ 記念遺跡友の会 (Freundeskreis der KZ-Gedenkstatte Neuengamme)」 が物心

両面での後だて と な って活躍 し、 こ う し た企画 じたいが公共社会を巻き こ むひろがり

をみせて いたこ と は注目 さ れる 。 こ のこ ろ には、 束欧出身者 もふ く む全抑留者の個

人情報の調査 ・ 収集がよ う やく 軌道にのる。 と く に死者の確定プロ ジェ ク ト は、 AIN 

が1966年にま と めた 『ノ イ エ ンガメ 死者帳 (Totenbuch Neuengamme) 』 の貴重な遺産

を引き つ ぎ、 95年には 1 万8000人の死者氏名の確認 をおこ なえ るま でに進行 し た。 

「追悼の館」 の上階の赤壁に、 その全氏名を記し た帯布がかけ られた。 死者の拘禁理

由、 出身階層、 思想信条、 国籍い っ さ いを問わず、 すべて同等に列記さ れた名簿形式

(死亡日順) がノ イ エ ンガメ の今の 「追悼」 の姿 をあ らわし て いる。 ま た記念遺跡の

オーラル ・ ヒ ス ト リ ・ プロ ジ ェ ク ト の実施 (1991~ 94年) に際 し ては、 こ れま でほ と

ん ど証言 を残 し て いな い元抑留者 (ロ シア ・ ウク ラ イ ナ ・ ポー ラ ン ド国籍者、 外部収

容所経験者、 女性な ど) が優先 さ れた。 「被害者諸団体が代弁する、 強制収容所の出

来事に関する ｫ公式的なｻ 見方にと らわれない人びと」 に証言でき るよ う配慮 し たこ

と も見のがせな いe6)。 こ う し て 「忘れ ら れた犠牲者」 のま ま に片づけ ら れかねない、

おおかたは組織と は無関係に生き る元抑留者個人の 「記憶」 が、 から く も記念遺跡の

文書室に収録 ・ 保存 さ れる にいた っ たので あ る。

ま さ に その時点 で も ちあが ったのが、 「 ブーヘ ンヴ ァル ト Kz の抵抗神話」 の清算

をめぐ る論争、 いわゆる 「赤い カ ポ (rote Kapos)」 論争で ある。 「赤い カ ポ」 と は共

産党系の KZ 役職抑留者 (KZ-Funtionshaftling) を さ す俗称である。 彼 らの主導する

反 フ ァ シズム抵抗聞争が抑留生活の全般を律し たかのよ う にえが く 、 DDR 官製のブー 
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ヘ ンウ' アル ト 像が再統一後に根本的 な見直 し をせま ら れていた事情 と 関係する。 旧国

立記念遺跡の思想 と運用 を刷新する過程で生 じ た論争の詳細は、 別に論 じ たBnので、

こ こ では割愛す る。 要す るに 「赤いカポ」 の英雄的な抵抗戦士の仮面がはがさ れ、 そ

の実像は 「SS の手先 (der verlangerte Arm der SS)」 と の疑惑 をまねき かねない暗い

影 をつねにひき ず る両義的 な存在で あ っ た こ と が確認 さ れたので あ る。 ブー ヘ ン ヴ ア

ル ト Kz 記念遺跡の再出発にあた って、 歴史の検証にたえ られない、 しかも政治的に

手垢のついた反 フ ァ シズムの原則は、 もはやその理念 と 構成に と り いれる こ と はで き

な い、 と 結論 さ れた的。 ブーヘ ンヴ ァル ト の元抑留者団体はこ れを、 「DDR の反 フ ァ

シズムの事後処理」 に便乗 し て、 Kz 記念遺跡から反 フ ァ シズムを一掃 し よ う と する、

悪質な企みと断 じた。 反 フ ァ シス ト しての 「連帯と抵抗」 こ そは元政治囚の 「集合的

記憶」 の核心 をなす。 そのよ う な抑留体験の記憶 を後世につたえ られる時間はのこ り

す く ない。 こ のぎ り ぎ り の局面にた って彼 らが危機感 を深めたのは当然 と いえ る。 ブー 

ヘ ン ウ' ァル ト ー ド ー ラ収容所協会 (Lagergemeinschaft Buchenwald-Dora) の委託に も と

づ く エ ミ ール ・ カ ー レバ ツハ らの編著 『ブーヘ ンウ' アル ト 、 あ る強制収容所 報告一 

映像一記録』 の出版が、 元政治的抑留者側の精一杯の抗議のし る し であり、 それがめ

ざ し た 「赤 い カ ポ」 の復権は と う て いかなわなか っ た 。 ブーヘ ンウ' アル ト 元政治囚

の 「集合的記憶」 の核心部分はし り ぞけ られ、 Kz 記念遺跡の再編レベルにかぎれば、

記憶文化での自己主張に敗れた と いわざる をえ ない。

90年代半ばの Kz 記念遺跡にあ って、 こ の論争 を正面から う け と めたのはノ イ エ ン

ガメ の研究員以外にはいない。 彼 らは、 伝統的な 「集合的記憶」 の根幹 をゆるがすこ

の 「赤 い カ ポ」 論 に ど う 応 え たのか。 さ し あ た り ベル マ ン ・ カ イ エ ン ブル ク のノ イ エ

ンガメ Kz 研究や報告l40が参考になろ う。 彼は基本的に、 抑留者集団 を 「収容所共同

体」 イ メ ージでかたる こ と に否定的である。 元政治囚の記憶する 「連帯 と抵抗」 の実

態は、 ご く 一部の抑留者間の現象 と し て し か確かめられず、 その指導性や組織力に も

大き な疑問符がつ く 。 だがその反面 カイ エ ンブルクは、 生存のための相互支援や連携

の動きが、 国別の外国人 グループや、 刑事囚 ・ 同性愛者 ・ シンテ イ ・ エ ホヴ アの証人

等々の グルー プ ご と に実在 し、 それぞれが集団エ ゴイ ズムを発揮 し て、 生 き のびよ う

と した事実を掘りおこ す。 単純な 「赤いカポ」 の弾劾 ・ 擁護の言説は、 元抑留者グルー

プ間の 「集合的記憶」 のヘゲモニ ー争いをこ え られない。 歴史家である彼は、 当然ま

ずは事実関係の解明に徹する。 それはまた、 特定の 「集合的記憶」 の一元的な優位を

し り ぞけ、 異種の 「記憶」 や別系統の 「記憶」 を も と り こ み、 それぞれが証をたて る

機会を保証する、 と い う立場の選択を意味する。 ノ イ エ ンガメ 記念遺跡は当面は、 多

様な 「集合的記憶」 の競合の場を提供するこ と にな るのであろ う。 記念遺跡におけ る
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大量の元抑留者の証言 ・ 報告 ・ 記録の集積は、 ま さ にその実践の成果であり、 その実

践を今後と も可能 と する主体的条件で も ある。 

3 . 新常設展示に集約された 「記憶」

その後おお く の曲折 をへて、 よ う や く 2003年 に フ イ ーア ラ ンデ刑務所 が移転 し、 そ

の解体 と新記念遺跡にむけた整地 ・ 修復の作業がは じま るが、 そ う し た経過について

の説明はこ こ では省略する。 80年代以来のノ イ エ ンガメ 記念遺跡のさ ま ざま な試行錯

誤をふま えて、 それが2005年 5 月に公開 さ れる新常設展示 「時代の痕跡」 に ど う つな

がるのか、 そこ に しぼ って新展示の特徴点 をい く つか指摘するだけ にかぎ る。 なお記

念遺跡研究員からな る展示作成チームが結成 さ れてい るが、 こ れに外部から協力 ・ 支

援する専門顧問委員会は、 02年に州文相が任命 し た。 委員会には AIN から も ブリ ン

ク マ ン、 ル ・ プ リ、 パ ン ソ ンの 3 名 が加わ って いた。 作成チ ー ムの中心 にな っ たのは、

ガーベ所長 のほか、 ク リ ス ト ル ・ ヴ イ カ ー ト 、 イ ンザ ・ エ シ ェ ンバハ、 カ イ エ ン ブル

ク の常勤研究員である。 多数の若手の非常勤ま たは学生研究員が作業過程に関わって

いた こ と も忘れてはな ら な い。

中央展示の会場は、 元保護拘禁収容所の遺構のなかで も、 抑留者収容 ブロ ック21~ 

24の石造二階建てが選ばれ、 約2000平米の余裕のある スペースが確保 さ れた。 その展

示内容はノ イ エ ンガメ 強制収容所の歴史 (1938~ 45年) と その戦後史である。 ウ' ィ カー 

ト は 「ノ イ エ ンガメ の特徴」 を簡潔に 「 ｫ労働によ る絶減ｻ 、 抑留者の国際的な構成、

終戦時の完全な撤収、 収容所の監獄への転用」 の 4 点 と する。 常設展示 を構想する う

えの指針 と も な る l4が、 ｫ労働によ る絶減ｻ に関する常設展示の主力は、 中央展示場

と は別に、 元 ヴ ァルタ ー工場の北西翼棟に 「戦争経済への動員 : 軍需生産におけ る

Kz 強制労働」 と し て、 ま た元 レ ンガ工場の束翼棟に 「労働と絶減 : レ ンガ生産にお

け る Kz 強制労働」 と し て収められるこ と にな る。 さ し あたり 考察の対象は、 中央展

示 「時代の痕跡」 と、 元 ss ガレージを会場と する 「勤務地、 ノ イ エ ンガメ Kz : ss 

駐屯所」 に限定する。

すべてのナチ犠牲者 を可能なかぎり ノ イ エ ンガメ の 「追悼 と記憶」 に く わえ る姿勢

は、 中央展示で も一貫 し ている。 第二 テーマ域 「抑留者の諸 グループ」 では、 ドイ ツ

人の各 グループにつづ き、 1938年以降の ヨ ーロ ッパ諸国か らの抑留者 グループが国別

に展示 さ れる。 ノ イ エ ンガメ ま たは その外部収容所の土 をふんだ全抑留者が、 それぞ

れいず れかの展示 コ ーナーにその足跡 をのこ す こ と にな る。 そ こ を訪 れる親族や遣族

は、 各 コ ーナーで故人 を し のぶ手がか り を提供 さ れる。 と こ ろ で グルー プ展示の順序

が通常 と は異な る。 ノ イ エ ンガメ 到着時が基準 と な っ て い るか ら だ。 「 こ の順番な ら
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ss が企図 し た抑留者グループ間のヒ エ ラルヒ ー に頼 ったり、 抑留者 じ し んがおこ な っ

た ヒ エ ラ ル ヒ 一化 にあわせ る こ と も避け ら れる。 その ヒ エ ラ ル ヒ ーを規定す るのは強

制収容所 システ ムの秩序 で あ る と と も に、 一般社会の偏見で も あ る」、 と ウ' ィ カ ー ト

は説明す るaa。 こ のテ ーマ域は、 Ns テ ロ ルの犠牲者範囲の恐 るべき ひろ が り だけ で

な く 、 それを可能と し た 「 レ ッ テル貼り、 排除、 敵探 し のメ カニ ズム」 を も主題 と す

る l 。 あ る抑留者 グルー プの恣意的 な位置づけや偏 っ た評価は許 さ れな い と い う こ と

で あ る o

Kz 秩序と社会的偏見の産物と もいえ る 「収容所 ヒ エ ラルヒ ー」 は、 独立項目で図

示される。 頂点の 「指導的な役職抑留者」 「経済 供給施設の要職にある抑留者」

「屋内で働く 抑留者」 「天候と無関係に屋外で働 く 大量の抑留者」 の底辺と いう ピ

ラ ミ ッ ドが見学者の日 を う つ。 こ の ピラ ミ ッ ドは生活 ・ 労働条件のき びし い格差構造

をな し、 抑留者の生死をわける。 言語の壁が抑留者 どう しの意思の疎通を妨げ、 ドイ

ツ語能力が特権につながる。 極端な不平等、 極端な社会的格差、 極端な相互不信に切

り さかれた Kz 世界の実相が見学者につよ く 印象づけ られる。 日々の生存競争にあけ

く れる抑留者た ちが 「持 ちこ たえ」 ら れたのは友人関係や小 グループの さ さ え で あり 、

さ さ やかな宗教行為や文化活動であ った と い う。 展示 をみるかぎり、 「連帯 と 抵抗」

の影はいかにも薄い' 。 Kz 史研究の進展し た現段階では、 Kz 抑留者社会はこ のよ う

に し か描けなか ったであろ う。 「連帯 と 抵抗」 を核 と する元政治因の 「集合的記憶」

はいまや、 ノ イ エ ンガメ の 「追悼 と記憶」 を枠づけ る構成軸ではな く な っている。

1945年 3 月現在、 ノ イ エ ンガメ Kz の管轄下にある外部収容所には、 約 4 万の抑留

者 (その30%は女性) が収容さ れ、 「経済界、 国防軍、 国家、 ss のために強制労働に

ついていた」。 と く に東欧諸国の元抑留者がのぞんだ訪問先の大半は、 かつて地獄の

辛酸 をなめた外部収容所の跡地である。 こ れに応えたのが、 外部収容所の実態解明に

力 をつ く す地元の市民発議 グルー プ と 記念遺跡友の会で あ っ た。 「 な によ り も彼 ら

(元抑留者) は、 自分た ちの苦難が覚え ら れていて、 こ の国 ( ドイ ツ ) も変わ っ たこ

と を確かめたか ったのである」 と い う l 。 第六テーマ域 「外部収容所」 は、 各地の収

容所の往時の姿を じつに克明に再現 し ているa°。 生存者はも と よ り、 遺族や親族にと っ

て も、 ほと ん ど無名の抑留者のまだ若か ったこ ろの存在証明を、 そこ に探 し あて るこ

と がで き るか も し れな い。

中央展示の従来にない斬新 さ は、 ノ イ エ ンガメ Kz の戦後史におおき な スペース を

割いたこ と にある。 1991 / 92年の新造営構想をめぐ り、 AIN 代表と 「記録保存」 の

具体案ではげし く 渉り あ う ほど、 記念遺跡側がこ だわった問題 もふ く まれる。 監房廊

の一部保存は最終的には AIN 側 も う けいれた。 監房廊の北西隅の直角にまがる部分、
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東方向20m と南方向15 m にのびる建物がのこ さ れる。 抑留者バラ ック跡のう えに刑務

所棟が重ね建て さ れていた、 と い う Kz 記念遺跡の過去が 「記録保存」 さ れたのであ

る l' 。 「解放につづ く 生活」、 「Kz 敷地の転用」、 「記憶の諸形態」 の 3 テーマ域の内容

は、 ノ イ エ ンガメ 記念遺跡の歩みと二重にな る。 来館者に対 し て、 ノ イ エ ンガメ の

「過去」 と 「現在」 を戦後社会がど う 扱 ってき たのか、 今後それに ど う 向き あ って ゆ

く のか、 を鋭 く 問いかけ る。 「 ナチ的過去の克服」 の質 と、 記念遺跡の 「学習の場」

と し ての真価が試 さ れて いる場面で も あろ う。

元 ss ガレージに特設さ れた常設展示 「ss 駐屯所」 も、 「過去」 の記憶と記念遺跡

の 「学習の場」 と を意識した企画と いってよい。 すでに91 / 92年の専門委員作業会議

において記念遺跡側がこ のテ ーマ を も ちだ し、 会議 メ ンバーの反応 を探 って い る。 

「犠牲者の場」 である Kz 記念遣跡には副次的意味 しかもたないが、 犯行者の実相は

加害側の ドイ ツでは青少年への歴史 政治教育上、 テーマ化が欠かせないと い う ので

ある。 け っき よ く 問題提起に終り、 勧告では ss の特別展示 を断念する と だけ記載 さ

れたa8。 02年以降には ss 展示計画が作成チームの既定方針と な っていた。 「 ノ イ エ ン

ガメ Kz 記念遺跡がみずから に課 し た新 し い挑戦」 と 意気ごむが、 それには、 ss 隊

員 を 「獣と し て悪魔視 し てき た」 従来の描き かたへの深刻な反省がある4。 それでは

Kz を と り 仕き り、 膨大 な犠牲者 を だ し た監視隊員は ド イ ツ人 に と っていつま で も

「SS の制服を着たよ そ者 (Fremde in SS-Uniformen)」 であり つづけ る 、 と研究員た

ちは憂慮 し て いたのであ る。

ノ イ エ ンガメ に勤務し た ss 隊員はのべ4000人 をこ え るが、 その大多数を占める下

士官 ・ 平隊員ク ラ スの実態を分析し た論文が、 記念遣跡の研究年報第 7 号 (03年) に

掲載 さ れた。 「 ナチ スに組織 さ れた犯罪者の行動はま った く 異様だ っ た (monstros) 

が、 犯行者の社会構成はそ う ではなか っ た」 と い う のが、 その結論で あ る。 ノ イ エ ン

ガメ ss 一般隊員は下層中間層の出身であり、 勤務外の日常生活で も 「 ｫま った く 普

通のｻ ドイ ツ住民の一部にみえ た」。 こ れが ss 部隊の実像であ った と すれば、 Kz 犯

罪 の世界 も当時の ド イ ツ人社会 と 切 り は な し て考 え ら れな い ので はな いか。 展示

「ss 駐屯所」 は、 やはり その問題の熟考を見学者に投げかけよ う と する6。

し かし こ の展示計画については、 あ らか じめ周到な配慮がほどこ さ れる。 2 点だけ

ふれてお く 。 第一 に作成チームは、 生存者や遺族がノ イ エ ンガメ を訪れる日的を十分

に承知 し ていた。 こ の人た ちが来館するのは 「抑留者の日常 と苦難」 を確かめるため

で あ り、 ss な どには関心はな い。 それだか ら こ そ、 中央展示場か らはな れた元 ss ガ

レー ジが会場に選ばれる必要があ った a。 第二に ss 隊員の映像 と 個人伝記が発散す

るか も し れな い、 独特のオ ー ラ と 魅力が懸念材料 と な って いた。 ラ ー フ ェ ンス ブ リ ュ
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ク Kz 記念遣跡の展示では、 「犬をひいた女性 ss 隊員」 の大判写真パネルがしばしば

持ち さ られた事件は有名で ある。 見学者のなかに Kz 監視員に共感 し、 彼 らの行為に

理解を し めす気配がみえた場合、 特設展示はむし ろ 「犯行の免罪」 と い う 逆効果 をま

ねかないか。 そ う し た危惧があ って、 展示はま ず戦後裁判 の場面か らは じ ま る。 Kz 

の ss 隊の主役た ちは当初から犯罪人、 被告、 受刑者と し て表示 さ れる。 そ し て 5 万

人以上の抑留者を殺害 ・ 死亡 させていながら、 90%以上の隊員は戦後司法の訴追をま

ぬかれ、 戦後社会への復帰をはた し ただけでな く 、 1951年以降からは年金請求と拘置

補償 さ えみと められた、 と い う 理不尽な現実が展示 を締めく く る。 なお ss 隊員の日

常場面には、 近隣住民の姿がち らつき、 ノ イ エ ンガメ の Kz と 住民と の 「隣人関係」

がこ こ で も浮上す る 動。

80年代と く らべると、 ノ イ エ ンガメ 記念遺跡の展示計画を具体化する体制は格段に

整 って いた。 記念遺跡は Kz の歴史に関する調査 ・ 研究セ ンタ ーと し ての役割を着実

にこ な し ており、 展示刷新に必要なデータ の収集 も、 専門的知見の蓄積も抜かり はな

か った。 常勤 ・ 非常勤を問わず、 記念遺跡の研究員集団は満を じ し て2002年のゴーサ

イ ン を迎え たこ と だ ろ う。 し か も彼 らには、 長年 の間に培 って き た AIN な ど元抑留

者側と の信頼関係と、 記念遺跡 をかこ む幅ひろ い市民発議運動 と の協力関係と い う貴

重な財産があり、 それも展示作成作業の円滑な進行 をたすけたのである。 

おわ り に

記念遺跡のス タ ッ フは も と よ り、 それを支援する市民発議のメ ンバー も、 ナチ時代

を実体験と し ては知 らない。 し かし彼 らには、 Kz 抑留の生存者のなまの 「記憶」 の

証言 を聴き、 その 「追悼」 の心情に じかにふれる可能性が、 まだのこ さ れていた。 元

抑留者 と記念遺跡側と の間には、 アスマ ンのいう 「対話を介 し た記憶」 が成立する現

実的 な条件が あ っ た こ と に な る。 ウ' ィ カ ー ト はつ ぎ のよ う に書 い て い る。 「 ナチ ズ ム

の支配か ら解放 さ れて60年がたつ。 諸展示の作者た ちは、 ナチ ズムの歴史 を史料か ら

学びと るだけでな く 、 のこ り少ない生存者 と の話 し合いや意見の交換を通 じて、 強制

収容所の歴史 を論ずるに必要な、 特殊な感受性をのばすこ と ができ た、 最後の世代に

属す る。 こ の世代の場合、 ｫなにかが記憶のなかに生 き つづけ る (das Nachleben der 

Erinnerung)ｻ と すれば、 そこ にはこ れら生き証人た ちの語 り が深 く 刻印 さ れてい る」

と '°。 彼 らは 「 アウ シュ ヴイ ツツ後の第二世代」 と く く られ、 「68年世代」 の流れを

く むと いわれる。 1970年代末以降、 こ の若い世代が元 Kz 抑留者の 「追悼」 の心情と

「記憶」 の証言 を、 共感 と主体性 を も って受け と め受けつ ぎ、 Kz 記念遺跡の構築に

身 を投 じ て い っ た。 それはま た、 彼 らがみずか ら 「 ナチ ズムの過去」 に向 き あ う 場 を
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探 し も と める道程で も あ った。

ノ イ エ ンガメ の記念遺跡に集ま る 「過去の総括」 世代の人たちが、 良かれ悪しかれ、

元抑留者 と 遺族の思 いによ り そ う 姿勢は一貫 し て いる6。 それだけに少 な く と も記念

遺跡スタ ッ フの間では、 元抑留者団体がた く わえた 「集合的記憶」 の限界 も自覚さ れ

て いた。 新展示ガ タ ロ グ書の序文 にはつ ぎの一節があ る。 「個々人の記憶群が示すよ

う に、 ・ ・ ・ 歴史はた っ たひと つの大 き な物語か ら な るのではな く 、 それぞれ異な る、

と き に は あ い 矛 盾 す る 多 数 の昔 語 り (die Vielzah1 unterschiedlicher, manchma1 

widerspnichlicher Geschichten) か ら な るので あ る」 と (56)。 KZ 犠牲者をのこ り な く 「追

悼と記憶」 のう ちに収める努力を記念遺跡は実践 し た。 「対話を介し た記憶」 は個別

的であろ う と、 集合的であろ う と、 不定形で不断に競合する。 そう し た群立する 「記

憶」 か ら展示チームは、 ノ イ エ ンガメ の過去の 「歴史」 を紡ぎあげ、 「対話を介 し た

記憶」 を ひと つの型 にはめこ んだ と も いえ る。

「歴史」 の紡ぎあげ作業は、 Kz 記念遺跡が 「学習の場」 と し て機能するための条

件整備の一環であ った。 5 万人以上の死者をだ し た元区lである、 Kz の ss 隊員 と は

そ も そ も な に も のなのか。 記念遺跡 と い う 「学習 の場」 はその問 いに答 え て いかねば

な らない。 その当面の回答が展示 「ss 駐屯所」 であ る。 その企画は明 らかに、 ナチ

犯罪の現場実行者の特定をめく' る90年代の諸論争に連動する ものと理解すべき だろ う。 

現に Kz 犯行者に関する歴史研究の動向を慎重に検討 し た う えで、 展示の趣旨と方向

性が決定 さ れてお り 6n、 それはま さ し く 歴史学の手法にほかな ら ない。 歴史研究者 と

し てのセ ンスと力量が要求 さ れる と と も に、 「追悼 と記憶」 の枠にと どま るこ と を許

さ な い企画 だ っ たので あ る。 
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